
行財政改革大綱後期実施計画

実施事項名 指定管理者制度導入の推進と制度導入施設の評価の実施 重点項目番号 2

現状、問題点、必要
性

（なぜやるのか）

【現　状】
平成１８年度から１５３施設に指定管理者制度を導入している。平成１９年３月にモニタリング指針を策定し、指定管
理者の評価を行っている。
【問題点、必要性】
伊賀市の公の施設の約３分の１にあたる施設に指定管理者制度が導入されているが、職員定員適正化や経費節減
に対応するため、直営施設等に制度導入を進める必要がある。
【現状の客観的な説明】
平成１７年度に各施設の現状や制度導入の解釈等から協議を行っており、１８年度から制度導入が可能またはメ
リットがあると解された施設には指定管理者制度を導入した。

番号 ①・③

担当課（執行する
課）

総務部総務課

責任者名（執行責任
者）

総務課長　森岡　良夫

担当課電話番号 ２２－９６０１

対象等（なにが、だ
れが）

市の施設を利用する方

財政効果額（千円）
（いくら削減されるの
か、いくら収入増とな

るのか）

【金　額】
　
【算定根拠】
※指定管理者制度導入状況により、制度
導入前の施設管理経費と指定管理料を
比較し、制度導入による効果額として公
表する。

成果（対象がどうな
るのか）

施設を快適に利用できる。施設が利用しやすくなる。

実施する内容・目標
数値

（対象を成果の状態
にするために、何

を、いつまでに、どの
ようにやるのか）

【実施内容】
制度導入を施設管理課に促すとともに、制度導入施設の評価が適正に行われるようにする。管理業務や
指定管理料の改善を促す。
【目標数値】
　《最終目標》制度導入施設の評価が適正に行われるためのしくみを構築する。
　《平成２０年度の目標》平成１８年度から制度導入し指定期間を３年間とした施設の指定管理者の選定
を行う。
　《平成２１年度の目標》制度導入施設での指定管理者の評価を行うしくみの検討・構築を行う。
【目標の客観的な説明】
現在、指定管理者導入施設のモニタリングに関する基本指針により検証を行っているが、評価結果が公
表されていない等改善する余地がある。

特記事項

※伊賀市指定管理者導入施設のモニタリ
ングに関する基本指針・・・住民サービス
向上と効率的な管理運営を図るために施
設の管理運営に関し、各種条例及び規則
等に従い、適正なサービスの提供が確保
されているかを確認する手段。

目標を達成するため
の活動指標（全体目
標を達成するために
個別に実施する項

目）
（何をどれだけやる

のか）

活動指標名 目標値 定義・算定式
行程表（いつまでにやるのか）

平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度
４月 １０月 ４月 １０月 ４月 １０月

導入方針に基づいた制度の導入 直営施設等への制度導入を推進する。

制度導入施設の成果検証

選定基準・協定内容の見直し 選定委員会での基準の見直しを行う。

契約内容、金額、委託先の見直し 年度協定締結時等に指定管理料を見直す。

平成１８年度から制度導入をした施設の
指定管理者再選定

平成２０年度・２２年
度

平成１８年度から３年目と５年目に制度継続の是非
及び指定管理者の再選定を行う。
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